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 平成２７年度 高等学校等就学支援金制度に係る提出書類について（依頼） 

  

 高等学校等就学支援金等に係る書類の提出時期になりましたので、下記のとおり申請用紙に必要事

項を記入し、課税証明書等を添付して６月１８日（木）までに学校へ提出してください。 

 なお、提出期限を過ぎてから申請された場合、この制度を受けることができなくなることがありま

すのでご注意ください。 

 

記 

   

「高等学校等就学支援金」認定基準及び書類提出時期 

 概       要 

就 学 支 援 金 単 価 ９，９００円／月（授業料と同額） 

対 象 者 所 得 基 準 
保護者等（親権者）の市町村民税所得割額の合算が 

３０４，２００円未満の世帯 

認 定 期 間 ２年生の７月分から３年生の６月分まで 

提 出 書 類 提 出 時 期 

【支給要件に該当している方】 

≪既に認定を受けている方≫ 

・高等学校等就学支援金収入状況届出書 

・課税証明書又は納税通知書等（平成２６年分）※１ 

≪新規に該当する方≫ 

・高等学校等就学支援金受給資格認定申請書 

・課税証明書又は納税通知書等（平成２６年分）※１ 

 

平成２ ７ 年６ 月１ ８ 日（木） 
（厳守） 

（入学説明会では、締切日を６月３０日にし

ていましたが、変更します。） 

【支給要件に該当しない方】 

・高等学校等就学支援金受給資格認定申請の辞退について（届出）  

※１ ①課税証明書 ②納税通知書 ③特別徴収税額の決定・変更通知書のいずれかを添付し

てください。（※別紙見本①②③のうち、いずれか一通（コピー不可）） 

★ 申請・届出の様式が変更となりましたので、同封の用紙を使用してください。 

★ 記入方法等の詳しい内容は、入学説明会で配布しました「授業料関係事務手続説明書」を

ご覧ください。 

★ 家計急変者（倒産、失業、離婚等の場合）は年度中途でも認定になる場合がありますので、

御相談ください。 

御不明な点は、学校事務までお問い合わせください。 

℡（０８５７）２８－０１５６  担当 加島 貴之 


